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おわ りに

は じ め に

1997年,日 本 の金融界 には余 りに も多 くの ことが起 こった。 すなわ ち 日産

生命,三 洋証 券,北 海道拓殖銀行,山 一証 券等s金 融機関 の相次 ぐ破綻。 こ

の余 波 は,12月 の30兆 円 もの公 的資金投入 の決 断,98年 に入 っての長銀破綻

が らみの金融安 定化 の法制化へ の動 きへ と及 んでい る。

一 方
,7月 に は野村証券,第___.勧 業銀行 の総会屋 が らみの反社 会的行為 の

懲罰 として,大 蔵省 が行政処分 を発表 した。特 に,第 一勧銀(略 称 ・一勧)

の場合,一 連の問題が歴代頭取達 による犯 罪行 為 であ るこ とが明 らか になる

につれて,会 社社 会 の深淵 を覗 く思 いが して,慎 然 とさせ られた。

なぜ この ような犯 罪が起 こったのか。 その遠 因 は何 だ ったのか。 そ して,
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歴代 の会長 や頭取 がなぜ この ような陥穽 には まった のか。犯罪行 為が明 らか

になる過 程で の役員達の あの 「どたばた劇」 は何 だったのか。公表資料 は無

きに等 しい。企業 はた とえ犯罪行為 をおか して も,公 表 は渋 るか らだ。

大和銀行 ニ ュー ヨー ク事件 の場合 は,米 国当局 との司法取引 に よって,問

題 はうやむやの裡 に視野 か ら消 えている。一勧事件 は幸 か不幸 か司直 の手 に

よ り追及が進 め られてい る。 これ らの資料 と幾 つかの論評 を参考 に,究 極 の

内部犯罪 ともい うべ き本事件 の問題点 を探 ってみた い。

1事 件発生 とその経過

まず,朝 日新 聞(97.6 6)が ま とめた事件 の経過 を示 そ う。

第一勧業銀行事件の経過

1971年

84年3月

85年

89年2月

12月

90年9月

10月

91年3月

6月

8月

11月

92年3月

第一銀行 と日本勧業銀行が合併。

総会屋グループの小池隆一代表が第一勧銀株1000株 保有。その

後の買い増 しも合わせ,保 有株 は2万 株以上 に。

小池嘉矩 ・不動産会社社長名義の口座開設。

小甚 ビルディングの口座開設。四大証券株計120万 株 の購入資

金 として31億 円を融資。株の運用資金 として10億 円を融資。

株の運用資金 としてさらに10億 円を融資。

大蔵省検査 を控え,不 動産会社 に対する25億円のう回融資で融

資残を減額,検 査対象から外す工作。

大和信用分 と合わせ,ゴ ルフ場開発資金30億 円を融資。

小池代表のマンション購入資金4億4000万 円を大和信用が融

資。総務部が紹介,実 質的に債務保証。

野村証券で一連の不祥事が発覚。田淵義久社長辞任,酒 巻英雄

社長就任。

日銀考査で融資案件 を記載する調査表 に小池社長 らの取引 を

記載せず,考 査対象から外す工作。

ゴルフ場開発資金の融資の うち大和信用分 を第一勧銀が肩代

わ り。

小池代表が株主総会を前に野村証券 に議案提案権 の行使通告,

質問状を送付。
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94年10月 大蔵省検査 を逃 れ るた め,小 甚 ビルに延滞利 息分6億 円の追加

融資。

95年1～6月 野村証券 が4970万 円 を小池代表 に利益供与。

3月 回収 困難 となった小甚 ビル名 義 の融 資 の うち26億 円 を損 失 と

して会計処理。

96年1月 日銀考査で小甚 ビルへ の融資 を報 告。

97年2月 第 一勧銀が担保 としていた四大証 券株 を系列証券 会社 に売却。

3月 未 回収 金約46億 円 の うち44億3900万 円 を間i接償 却。

5月 野村証 券の常務 ら3人 を商法違反容疑 な どで逮捕 。小池兄弟 を

商 法違 反容疑 で逮 捕。

東京地検 が第 一勧 銀本 店 な どを捜索。

近藤克彦頭取,奥 田正 司会長 らが引責辞任。

野村証券 の酒巻社長 を商 法違反容 疑 な どで逮捕。

(出 所)朝 日新 聞,1997年6月6日 付 。

この表 は,も う一方 の当事者 であ る野村証 券 との関わ り合 いの中で書 かれ

てい るが,一 見 して分か るこ とは第」勧銀事件 が突発 的 な事 件で はな く,長

い年 月の中で温存 され て きた問題 であ るこ とであ る。 しか も,バ ブル の頂点

か ら転 げ落 ち る中で表面化 した経済事件 とい う側面 を もってい る。月刊誌 『選

択』(97年5月 号)が,「 第m銀 の 『秘 事』 が遂 に露見」 と報 じて いる所以

で もあろ う。

第一勧 銀事件 の初期 の報道 として は,1997年5月20日 の東京地検特捜部 の

本店 な どへの家宅捜索が あ る。 日本経済新 聞(日 経新聞,日 経)は,連 日次

の よ うな見 出 しで,事 件 の経過 を報 じてい る。

5.20(夕)(一 面)第 一勧 銀本店 な ど捜索 総会屋融資 を解 明

野村 事件 で東京地検 株違法取 引の原資

第一勧 銀 首脳 の進退検討 巨額融資 の責任免れず

21

5.21(夕)

"小池担当"代 々引き継ぎ 審査部門反対押し切 り

第」勧銀の総務部長,巨 額融資で

(一面)第 一勧銀会長・頭取辞任へ 総会屋融資で引責 野

村事件宮崎相談役 も
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第一勧銀 と小池代表側 をめ ぐる資金の流れ

約75億 円未返済

約300億

円融資

if+y.

約31億 円

(出所)日 本経済新 聞,1997年5月20日 付。

第一勧 銀 藤森氏 ら相談役退任 首脳人事 で最終調整

融資仲介 の社長 親族結婚式 第一勧銀元頭取 ら出席

また,こ れ らの一連 の報道 に先立 って,5.15に 「野村利 益供与 絡 みの総会

屋 向 け 第一勧銀,75億 円回収不能 ほ とん ど担保割 れ」,5.16に は「金融 ・

証券界 で影響力誇示 小池 隆一容 疑者 『理論 派』豊富 な資金力」 の記事 の中

で,「 資金 の原資 は第一勧業銀行側 か らの融資 だ った」との指摘 を紹介 してい

る。 さ らに5.19に は「小池容疑者側 向 けの75億 円第一勧銀 が全額償却 不 良

債権処理 ず さん融資浮 き彫 り」 と報 じてい る。

そ して,問 題 の20日 朝刊 で は,社 説 で 「第一勧銀 は 『総会 屋融資』 を説明

せ よ」と主張す る一方,「 東 京地検 一勧融 資 に重大関心 不動産資金 の出所

追及」 と強制捜査 を見越 して いる。 その後 の報道 とな ると,枚 挙 に暇 がない。

項 を改 めて,問 題 点 を洗 い出す こととしよう。

2検 察冒頭陳述の内容

各 種 報 道 が入 り乱 れ る中 にあ って第 三 者 と して最 も頼 れ るの は,検 察 肩報

で あ ろ う。 従 って,議 論 を進 め る前 に,98.2.2に 東 京 地 裁 で開 か れ た一 勧
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事件 の公判 で述 べ られた検 察 冒頭陳述の要 旨 を紹介 しよ う。

同 日付 の 日経(夕 刊)は 次 の よ うに述べ てい る。

総会屋 グルー プ代表,小 池隆一被 告(54)に た いす る第___.勧業銀行 の利

益供与事件 で,商 法違反罪 に問わ れた元会長,奥 田正 司被告(66)ら11人

の第2回 公判 が2日,東 京地 裁(木 村 烈裁判長)で 開かれた
。検 察側 は

冒頭 陳述 で,約117億 円の違 法 な迂回(う か い)融 資 が,奥 田被告 ら トップ

主 導で行 われた点 を詳述 した。

冒頭陳述 による と,小 池被告へ の追加融資 には当初,審 査 担当役員 だ

った金沢彰(62),内 田恒雄(60)両 被 告が難 色 を示 した。 しか し,宮 崎邦

次元相談 役(故 人)と 奥 田被告 は,第 一勧銀歴代 首脳 と親 しい元 出版社

社長,木 島力 也氏(故 人)の 影響力 を恐れ,小 池被 告の要求 に応 じるこ

とを決 め,92年9月,都 内の料 亭で木島氏 に融資継続 を伝 えた
。

一方
,94年 暮 れ の大蔵省 の検査 の際,内 田被告 や総務部幹部 を中心 に,

不 良債権化 していた小池被告 の融資 の隠ぺ い工作 を行 っていた。

(以下省 略)

検察圓頭陳述の要 旨

第一勧業銀行の利益供与事件公判 の検察側冒頭陳述の要 旨は次 の通 り。

(敬称略,肩 書は当時)

〔第一勧業銀行 におけるいわゆる総会屋 との対応等〕

第一勧業銀行ではいわゆる与党総会屋に対 してはyゴ ル フや飲食等の接

待,中 元 ・歳暮等の贈答 を行 うほか,株 主総会で議長を務める会長ない し頭

取や総務部幹部が会食を行 うなどして,手 厚 く接遇 していた。

第一勧業銀行総務部では,同 行の歴代最高幹部 と親交を有する元出版社社

長木島力也(故 人)が,同 郷 の小池隆一 を 「隆 ちゃん」 と呼び,日 ごろか
ら,同 人 を引 き立 てていた ことか ら,小 池 を木島の まな弟子 と認識 してい

た。

木島は昭和46年 の合併以前か ら第一銀行の井上薫会長や 日本勧業銀行の

横田郁頭取 と親密で,宮 崎邦次頭取の時から第一勧銀の幹部 らが木島 を囲ん

で年2,3回 マージャン大会を開 くようになった。

〔犯行に至 る経緯等〕

第一勧業銀行が小池か ら有価証券取引資金 として30億 円の融資 を要
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求 された経 緯等

小池 は,野 村証 券 の口座 に資金 を投入 して利益 を提供 させ よう と考 え,資

金 を第一勧業銀行 か ら調達 す るこ ととし,平 成4年7月 上旬 ごろ,同 行総務

部 を訪 れ,同 部総括次長 の被 告人渋 谷竜 夫 に対 し,30億 円を上限 とす る継続

的な融資 を強 く要請 した。

1.被 告人 金沢彰 らが小池 に対 す る30億 円の融資 に反対 した状況等

被告人金沢や 内田恒雄 は,融 資 の実行 を承認 しなか った。小池 は,木 島の

事務所 を訪 ね,同 人 に第一勧業銀行 最高幹部 らへの 口添 えを依 頼 した。

1.被 告人奥 田正司 らが小池 に対す る融資 を指示 した経緯等

平成4年9月4日 の 「吉兆」にお ける会食 では,木 島が被 告人奥 田 と宮崎

に向か って 「例 の件 は よろ し く頼 む」と述 べて小池 に対 す る新規融 資の実行

方 を依頼。宮崎 は 「わか りました」 と言 って約 束 し,奥 田 もこれ に同調す る

趣 旨で うなずいた。

1.審 査担 当役員の金沢 らが奥 田の指示 を受 け融資 を承認 した経緯等

金沢及び内田 は,融 資 の実行 に難色 を示 したが,会 長 及び頭取 が融資 に応

ず る意向 を示 してい る以上,審 査担 当役員 として は右意 向 に従 わ ざるを得 な

い と考 え,方 針 を変更。金沢,内 田,渋 谷,被 告人 田中賢二 の間 で,第 一勧

銀が,大 和信 用 を通 じ小甚 ビル デ ィング名義 あてに融資 を実行す る迂 回融資

が ま とまった。

1.第 一勧業銀行が大和信用 に対 して実質 的債務保証 を約 束 した状況

大和信用 は,極 めて回収不能 の危 険性 の高 い融 資で あった ことか ら迂回融

資へ の協力 に難色 を示 した。このた め,同 行 が債務保 証 を行 った と同様 の経

済 的効果 を もた らす措 置 を とる ことになった。

1.第 一勧 業銀行 が小池 に対す る個別貸 し出 しを実行 した経緯等

奥 田は,同 行が実質的 な債務保証 をした上 で迂 回融資 を行 う ものであ るこ

とを認識 した上 「分 か りました。総務 の方で きちん と管 理 してや って下 さい」

と述 べて,実 行 に移 す ことを了承 し,宮 崎 も同様 に了承 した。

これ を受 けて,渋 谷 は平成4年10月 上旬 ごろ,小 池 を総務 部 に呼 び,「融資

は,大 和信用経 由で対応 しますが,窓 口は当行 にな ります。 この融資 につい

て は,最 終的 に当行 が責任 を持 つ こ とにな ってい るので,返 済の方 はよろし

くお願 い します」 と述 べ,小 池 は 「分 か りま した。銀行 さんには迷 惑 をか け

ません」 と返答 した。

〔犯行状 況〕

1.極 度貸 し出 しの共謀が成立 した経緯

小池 は,平 成5年4月 上旬,融 資 を極度貸 し出 しに変更 の上継続 す る こと

を要請 した。猪爪博 らは,金 沢,内 田恒雄 に 「総務部 として は応 諾せ ざるを

得 な い」 と了承 を求 めた と ころ,内 田 らは 「や む を得 ない だ ろ うな」 と承
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認。「この ことは総務部 か ら会 長,頭 取 に も報 告 してお くように」 と指 示 し

た。

宮崎 は 「分 か りま した。 それ で進 めて くだ さい」 と了承 した。 また猪爪 ら
は奥 田に対 し 「小池氏 か ら資金融資 について継続依頼 があ り宮崎 会長 に も了

解 いただ きました」 と報 告f奥 田 は機嫌 を損ね る と,小 池 が株 主総会 を紛 糾

させ るお それが ある ことか ら,迂 回融 資 を継続 してい くことを了承 した
。

第一勧業銀行 で は,前 回の大蔵省検査(MOF検)が 平成2年10月 に行わ れ

た こ とか ら,従 前の慣行 によれ ば4年 後 の平成6年 秋 に同行 に対 してMOF

検が行 われ るこ とが予想 されて いた。平成6年9月 ごろ,被 告人猪爪及 び被

告人 草島道能 は,同 行本店 内 にお いて,審 査担 当役員の被告人 内田及 び被告

人寺 沢 に対 し,過 去のMOF検 等 において第一勧業 銀行 が検 査逃れ のための

工作 を行 って きた状 況等 について説明 した上,今 回のMOF検 の対 応策 につ

いて指示 を仰 いだ。

被告人 内田において,被 告人猪爪 及び被告人 草島 に対 し,小 甚 ビルデ ィン
グ名義 あて の ゴル フ場 関連融 資及 び小 池嘉矩 あての全融 資 につ き利 息 の 支

払 いの延滞状 況 を解消 させ た上,右 各融 資 を小 池嘉矩名 義 あて に一本 化 し
,

一本 化 した当該小 池嘉矩名 義 あ ての融資 をMOF検 の検 査対 象 か らはず す

こ とを内容 とす る検 査逃 れの ための工作 を行 うよ う指示 し
,被 告 人寺 沢 も

「小池 に,う ち とは関係 のない ところか ら借 りて こさせ て延滞 利息 を払わ せ

れ ばよいので はないか」 旨述べ て,右 工作 をす る ことに賛成 した。
これ を受 けて・被告人猪 爪及 び被告人草島 は,MOF検 逃 れのた めの具体的

な方法 につ いて検 討 を重ね,ス キー ムを取 りま とめた。

被告人 内田は,平 成7年1月 ごろ,被 告人奥 田 に対 して,平 成6年 度下期

にお ける不良債権処理 の見通 しを報 告 した際,被 告人奥 田は,「当行 か ら直i接

融資 して いる ものは,そ の方針で整 理,縮 小 して もらいたい。大和 信用 を通

じて融 資 して いる もの については,資 金 の管理 を十分行 い なが らこれ を継続

して もらいたい」旨述 べて,本 件迂回融資 については当面継続 して い くこと

を指示 した。

1.罪 証隠滅 の状況等

第一勧 業銀行総務部 は,証 券取 引等監視委 員会 の野村証 券等 に対す る調査

が進展 して きた ことに危機感 を持 ち,同 行 の関係者 が事情聴取 を受 ける事態

に備 えて,平 成8年12月 ころ,① 小 池 は第一勧業銀行 の株主 であ るが
,商 法

改正後総 会屋活 動 は していない② 同行 の小甚 ビル デ ィング名 義 あ て及 び小

池 嘉矩名 義 あての融資 は小池 とは無 関係 であ る③ 大和 信 用 か ら小 甚 ビル デ

ィング名義 あての融資 につ いて,同 行 は単 に融資 を紹 介 しただ けで あ り,迂
回融資 で はな く,貸 し出 しの詳細 も把握 していないな どとす る内容 虚偽 の想

定問答集 を作成 し,こ れ に基づ いて同行 の会長,頭 取 その他 の関係 役員や総
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務部 の歴代幹部 らと口裏 合わせ を行 った。

第一勧 業銀行 で は,小 池 に配慮,何 ら債権 回収 の手段 を講 じて こなかった

事 実 を糊塗(こ と)す るため,平 成9年1月 下旬 ころ,急 遽(き ゅうき ょ)小池

側 と交渉 して担保 に入 った株式 を処 分す るこ ととし,勧 角証 券 を通 じ,証 券

4社 株式30万 株 を含 む これ らの株 式 を売却 して同行 の債権 に充 当 した。

(出所)日 本経済新聞,1998年2月2日 付(夕 刊)。

98.2.2の 日経 新 聞 は,本 事 件 の流 れ を,下 記 の よ うに図 式 化 して 見 せ て

くれ る。

第一勧業銀行の利益供与事件

・著一鯉

元出版社社長

木島力也氏

(故入)

「

、勘

rzr"
,・

霧

騨 馨
元会長 宮崎邦次

奥田正司被告 元相談役(故 人)

ぴ 資を指小

歴代トップ

と親交

確醗 灘
92年9月都内で会

食,小池被告への

融資継続依頼

株鵬 会に協力一
醗1臨

1圃(起 分 〕

譜 鶴
」 ・:一.獲

響 難

各社
i30万 株

所 得

■ レ

元役 員ら10被 告

輔 鎌紬臨
■ll一
直接融資…

≧二=.

総会屋

小池隆 被 告

佃
。1約6億1

渕)o万il]}

!利 益 供F'}"』 寒

野村証券

山 一証券

大和証券

瞭 講

(出所)日 本経済新聞,1998年2月2日 付。

ともあれ,参 議 院予算委 員会 におけ る参考人招致 にお ける近藤克彦頭取 ・

宮崎邦次相談役への質疑(5.28),衆 議院予 算委員会 にお ける近藤頭取 への

質疑(6.5)の 内容 は,口 裏合わせ の虚偽 の回答 だ った こ とが分 か る。

東京地検特捜部 は,6月5日 第 一勧銀役員 ら4人(猪 爪博,渋 谷竜夫,草

島道能,真 鍋 卓史 ら総務関係 者),6月10日 元副頭 取 ら4人(金 沢彰 元副頭

取,内 田恒雄元副頭取,田 中賢二元専務,寺 沢康行 元常務)を 相次 いで逮 捕

した。6月11日 の 日経新 聞 は,一 勧担 当役員 の流れ を次 の図で示 してい る。

第一勧 業銀行 は,5月22日,総 会屋へ の融資 の責任 を取 る形 で近藤克彦頭

170国 際 経 営 論 集No.16・171999



第一勧 銀,審 査 ・総務担 当役 員

叢一 響
金沢兀副頭取

馨 内[鵬購
担 藤 田副頭取
当 一 』 一}一

幅 島 専務

、
取

副

田、

頭

…

副

開

韓
唖 で囲つた人名は逮捕

rf亟

レ

・朋糀 盛 、レ

箪 朋綿 盛・レー
総 田 中 元 専務

務

打量 ぢ者∬氏元'常務
'i斜 華総務部次 長 圃渋谷

兀取締役

(出所)日 本経済新 聞,1998年6月11日 付。

常務総務部長

薪橋 支店 長 総務部長 取締役総務 部長
鮪開■翻聡・鱒蜘・・朋圏開1レ■→ ■ ■→

取 と奥 田会長が引責辞任 し,藤 田一郎 副頭取 が頭取 に,摩 尼副頭取 が会長 に

それぞれ昇格 す る6月27日 付 の人事 を決 めた(5月23日 付 日経等)
。

しか し,内 定人事発表 の記者 会見 で藤 田氏 は審査担 当役員 だ った際
,問 題

の総会 屋関連 の融資 を知 っていた事 実が判 明 した。同行 は役員 らが逮捕 され

た6月5日 の記者 会見で は,予 定通 り人事 を進 め る として いたが
,批 判 の高

ま りに こた えられない と判 断 した。 そ して,「 第一勧 銀首脳 が総退陣 『藤 田頭

取』白紙 に 総 会屋融 資専務 以上引責 へ」(6月8日 付 日経)と なった。藤 田

氏 は,特 捜部 か ら6月10日 参考人 と して事情聴取 を受 け,13日 逮捕 され るに

及 んで,頭 取就任 はご破 算 となった。

6月11日 付同紙 では,次 期頭取 に内定 した杉 田力之常務 が10日
,記 者会 見

し,問 題融 資が 「組織 ぐるみ」の ものであ る ことを認 め,謝 罪 した。事件 と

のか かわ りあい について は 「昨年12月 に不良債権 として今 回の融資 を知 った

が,担 当外 なので総務,審 査,融 資部 門 に任せ た」 と直接 の関与 を否 定 した
。

副頭取 に内定 した金子崇輔 専務 な ど他 の4人 の代 表取締 役 はいずれ も 「事件
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には全 く関与 してい ない」 と述 べた。

6月17日 の 日経紙で は,95年 半 ば ごろ,宮 崎邦次前相談役(13日 付 で辞任)

が,奥 田正司前会長 を会長室 に呼 び出 し,2人 同席 の場 で元副頭取 の金沢彰

容疑者 か ら総会 屋向 けの問題融資 について説明 を受 けていた ことが16日,関

係者 の話で分か った,と 報 じてい る。 また,6月26日 には元副頭 取 の金 沢彰

容疑者 が95年3月,退 任 の直 前,宮 崎 ・奥田氏 に小池容疑者 向 け融資報告が

行 われた こと,翌27日 には小池容疑者 向 けう回融資報告 を歴代審査担 当役員

が数 回,92年 以降,宮 崎 ・奥 田氏 に行 って いる ことが指 摘 され てい る。

その間,i捜 索 の手 は宮崎 ・奥 田氏 に も及 び,6月27日 午後宮崎邦次前相談

役 と奥田正司前会長か ら参考人 として事1青聴取 を し,28日 も午後 か ら約8時

間 にわた って行 われ,宮 崎氏 は29日 午前零時す ぎ帰宅 した。 同 日朝首 つ り自

殺 を図 り,夕 刻死亡 した。杉 田頭取 らへ の遺書 に は,「 責任 を全 うす る」と書

かれて いたが,帰 宅 の車 中で関係者 に 「特捜部 に記憶 にない ことを聴 かれ て

い る」 と洩 らしていた という(6.30日 経紙 ほか)。

そ して,7月4日,奥 田正司前会長が逮捕 された こ とで新局面 を迎 えた。

捜査 の進展 に よ り判明 した事件 の内容 は,前 掲 の検 察の 冒頭 陳述 に尽 きる訳

だが,容 疑者達 は大筋 で あるいは全面的 に この内容 を認 めてい る といわれ る。

従 って,こ の内容 か ら問題点 を整理 してゆ くのが,次 の課題 とな ろう。

た だ し,98年1月14日 の東京地裁 の公判 で は,藤 田一郎被 告 は 「共謀 した

こ とはない」 として起訴事 実の0部 を否認 した うえで,全 体的 な認否 は保留

した。元副頭取,金 沢彰 被告,元 常務,寺 沢康行被告 も認否 を留保 した。2

月20日 の公判 で は藤 田被告 ら3人 は無罪 を主張 した。

同 日付 の 日経新 聞(夕 刊〉で は,「 各被告間 の共謀焦点 に」 と題 して,次 の

よ うに解 説 してい る。

第一勧業銀行 による利益供与事件 で起訴 された元幹部被 告11人 の罪状

認否 が出そ ろった。奥田正司元会長以下8人 が起訴事実 を認 めた一方,

藤 田一郎 被告 らは 「共謀」 を否認,会 長 ら トップ主導 による 「銀行 ぐる
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みの不正」 との検察側構 図 と対 峙(た い じ)す る姿勢 を示 した。

検 察側 は冒頭陳述 で総務,審 査両部 門がせ め ぎ合 いなが ら,最 終 的 に

は トップの意 向 を受 けて約117億 円の う回融資 が実行 された経 緯 を詳 述

した。 この中で藤 田被告 について も,審 査担 当役員 に就任 した際 と,翌

年度 の二度 にわた って,小 池被告へ の う回融資 をや める機会 を逃 し,そ

の時点 で融資実行 を指 示 した とされ る奥 田被告 ら との間で共謀 が成立 し

た,と 指摘 した。

藤 田被 告 は当初,総 務部側 の融資継続 要請 に難色 を示 した といわれ る。

トップの意 向 ともされ た不正融資 を結果 として容認 した ことを共謀 とさ

れた こ とには納得 で きないのか,「 他被 告 と共謀 した こ とはない」として

無罪 を主張。

また,融 資 が関連 ノンバ ンクか ら小池被 告の親族企業へ の う回融資 の

形 で行 われた こともあ り,こ の 日認否 を行 った3被 告 はいず れ も 「第一

勧銀 か ら小 池被 告へ の融資 とは知 らなか った」 と主張 した。

今後藤 田被 告 らの公判で は,他 被告 の証人尋 問 な どで どの よ うに 「銀

行 ぐるみ」 の共謀 が各被 告の問で重ね られ てい ったのか,立 証 が積 み重

ね られ るこ とにな ろう。

3見 え隠れする様 々な問題

今 まで,事 件発生 とその経過,検 察 冒頭陳述 の内容 と見 て きた。 そ こには

様 々 な問題が見 え隠 れす るのだが,い ま一つ明確 さを欠 く。 もとよ り,検 察

は犯罪 の立証が 目的 であ り,銀 行 は最小 限の説明 に留 め よう とす るか らだが,

論者 は銀行 員30年 のキ ャ リアを基 に,こ れ を解剖 してみ よう。

(1)罷 り通 った異 例 の 融 資 形 態

なぜ,一 勧 の会 長,頭 取 とい う トップが この よ うな犯 罪 を引 き起 こ した の
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か とい う根本的 な疑問 は先へ措 くとして,一 番 の疑 問 はなぜ この よ うな異例

の融資形態が,都 銀上位行 の中で罷 り通 ったのか とい うことで あ ろう。

98.1.12(東 京地裁公判)の 日経新聞(夕 刊)は,「 第一勧銀事件 背信 の117

億 円提供 トップ主導,審 査骨 抜 き 奥 田 ・木 島会談融資打 ち切 り覆 す」の

見出 しと共 に,次 の表 を掲 げ る。

第一勧銀利益供与事件の経過

85年3月

89年2月

90年9月

92年4月

9月

10月

93年5月

94年9～10月

96年1～2月

〈97年 〉

3月

5月20日

23日

第一勧銀六本木支店 に小池被告の実弟が経営する 「小甚 ビルディ

ング」名義の口座開設(93年 営業第一部に移動)

四大証券120万株 の購入資金 として小甚 ビル名義で約30億 円 を融

資

大蔵省の検査逃れのため,ゴ ルフ場の事業主体のライベ ックス社

を通 じて小池被告側 に約25億 円をう回融資

奥田正司被告が頭取,故 宮崎邦次前相談役が会長に就任

小池被告への融資残高が88億 円に

奥田被告 と故宮崎前相談役が う回融資 を了承

小池被告側にノンバ ンク 「大和信用」な どを使 ったう回融資を始

める

小池被告に30億 円までの無審査で貸 し付ける特別融資枠を決定

大蔵省検査逃れのため,大 和信用か ら小池被告側に約6億 円

を融資。その後,大 和信用の約6億 円を肩代わ り。小池被告 は,

ゴルフ場関連融資の延滞利息分の返済にあてる

日銀考査で,小 池被告への融資について虚偽報告

6月5～13日

10日

29日

7月4日

28日

29日

小池被告関連融資の不良債権,約75億 円を間接償却

東京地裁特捜部が野村証券事件で第一勧銀本店を捜索

藤田一郎被告を頭取 とする新体制 を発表(藤 田被告の逮捕で白紙

撤回に)

特捜部が商法違反容疑で藤田被告 ら10人 を逮捕

新体制 を改めて発表

故宮崎前相談役が 自殺

奥田被告逮捕

特捜部が第一勧銀 を銀行法違反で略式起訴

大蔵省が94年10～12月 の大蔵検査で第一勧銀か ら飲食接待 を受

けていた当時の金融検査幹部 ら2人 を戒告処分
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30日 大蔵省が第一勧銀 を行政処分 一
(出所)日 本経済新開,1998年1月12日 付。

98年1月26日 午 後,東 京 地 裁 で 開 か れ た総 会 屋 グル ー プ代 表 ,小 池 隆 一 被

告 の第2回 公 判 で,検 察側 が 行 っ た 冒頭 陳 述 要 旨か らの 引 用(下 記)。

〔商法改正後 の被 告の活動状 況〕(敬 称 ・呼称 略)

第一勧業銀行 に対 す る活動

被告 は83年 ごろ総会屋活動 を再 開後,第 一勧銀 の歴代最高幹部 ら と親交 の あ

った元出版社 社長木島力也(故 人)を 後 ろ盾 に同行 での地 位 を固 めて いった。

第一勧銀 で は88年3月,麹 町 支店 の不正融資事件 が報道 され,6月 の株主総

会 の紛糾 が危 ぐされた ことか ら,総 務部 は木島 を通 じ被 告 に協 力 を依頼。株主

総会 は混乱 もな く約1時 間で終了 した。

被告 は活動再 開後,有 価証 券取 引の資金が必要 とな り,実 弟 の小池 嘉矩 名義

あてで85年3月26日,同 行 営業第一部 か ら1億 円の融資 を受 けた。

その後91年7月 までの問,嘉 矩 名 義で45回,136億6千 万 円の融 資 を受 けた。

さ らに株 式会社小 甚名 義 で も87年2月27日,同 行六 本木 支店 か ら1億4千 万

円,88年 まで同支店か ら6回,48億4千 万 円 に及ぶ融資 を受 けた。

被 告 は89年1月 下旬,証 券4社 株各30万 株 の購 入資金 として,小 甚 ビルデ ィ

ング名義 で31億6千 万 円を融資 してほ しい と要請。応 ず る との回答 を得,証 券

4社 株 を買い付 け,4社 の株 主提案権 を行使 しうる地位 を取 得 した。

投資用 リー スマ ンシ ョンの建 設販 売 を していた ライベ ックスは,山 梨 県牧丘

町 でゴル フ場 開発 を進 めて いたが,被 告 は事業へ の参画 を計画。90年8月 ごろ

同行 を訪 れ,45億 円 を融 資 して ほ しい と要請 したが,担 保割 れの状 態 を解消 し

な い限 り新規融資 は困難 との回答 を受 けた。木島が折衝 した結果,担 保割 れの

解消資金 を同行が ライベ ックスを通 じて被 告 に追 加融資す る ことにな り,90年

9月 に同行 新宿西 口支店 か らライベ ックスあて に地 元対 策費 の 名 目で25億 円

の融 資が実行 され,そ の まま被告 に転貸 された。

〔犯行 の経緯 と状 況〕

1.第 一勧銀 か らう回融資 を受 ける ようにな った状況

被告 は,野 村証券 の口座 にさ らに資金 を投入 し利益 を提供 させ よ うと,92年

7月 上旬 ごろ,第 一勧 銀 に対 し,株 の購入 資金30億 円を融資 す るよう要求。同

行 の審査担 当役員 で専務 の金沢彰 らはz被 告への融資 は既 に巨額 の担保割 れ を

抱 えてお り,承 認 しなか った。被 告 は元出版 社社長 に同行会長 の宮崎邦次 お よ

び同行頭取 の奥田正司へ の口添 え を依 頼。元社 長 は92年9月,2人 と会食 し,

被 告 に融 資す るよ う約束 を取 り付 けた。

第一勧銀 は,大 和信用 を通 じ,小 甚 ビルデ ィング名 義で う回融資 す るこ とに
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した。被告 は,こ の う回融資 によ り,86回 にわた り延 べ207億9千 万円余の融資

を受 けた。 時効 にかか って いない52回 分,合 計117億8千2百 万 円 を起訴 した。

(出所)日 本経済新聞,1998年1月27日 付。

1)商 法違反の利益供与

当初,近 藤 頭 取(当 時)ら は,「 総 会 屋 で な く,弟 へ の融 資 」 と弁 明 して い

たが,こ れ は全 くの虚 偽 で,初 めか ら総 会 屋 へ の商 法 第266条,497条 違 反 の

利 益 供 与 で あ る こ とを,第 一勧 銀側 は認識 して い た。 この こ とは,一 々説 明

す る まで もなか ろ う。

2)小 甚 ビルデ ィングの実体

雑 誌 『選 択 』(97.5)は 小 甚 ビル につ い て,次 の よ うに述 べ て い る。

同社 は資 本 金4500万 円,融 資 の1年3カ 月 前 の87年12月 に設 立 され た

ばか りだ。 役 員 はす べ て親 族,92年2月 時 点 の従 業 員 は た っ た1人 な の

で あ る。別 表 は民 間 信 用 調 査 機 関 が 調 べ た小 甚 ビル の業 績 だ が,収 入 の

多 くを不 安 定 な有 価 証 券 売 買 に頼 り,年 収 は多 くて1,2億 程 度 。88年9

月期 に続 き,90年9月 期 は金 利 負担 の た め8762万 円 もの 欠 損 を出 す 有 り

様 だ った 。

株 式会社 「小甚 ビルデ ィング」の業績の推移

決算期 収入高 経常利益 当期利益 配 当(%) 申告所得

88年9月 未詳 os,137 06,137 無配 一

89年9月 109,000 7,719 x,969 無配 『

90年9月 234,725 os7,s2s △87,628 無配 一

91年9月 110,000 未詳 欠損計上 無配 一

(出所)民 間信用調査機関調べ,単 位 は千円,△ は欠損金,推 定値を含む。

この ことか ら,同 社 が巨額融資 を受 けるに値 す るような大会社 で はない こ

とは一 目瞭然 で,第 一勧銀 は 「小甚 ビル は小池 隆0代 表 の ダ ミー会社 」で あ

るこ とを十二分 に承知 の上 でi迂 回融 資 に踏 み切 った といえる。
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3)迂 回融資あるいは分割貸金

前項 で迂 回融資 の ことが出て きたが,こ れ は貸 し出 し先 を どこか に紹介 し

た といった単純 な こ とで はない。特 に,第 一勧銀 の場合,直 接本人 に貸 せ る

よ うな状 態(期 限返済 の遅延,利 息不払 い等で,即 刻返 済 を迫 られ る状 態)

なので,関 連 ノ ンバ ンクに 「迂 回」融資 させて いる。 しか も,口 頭 による債

務保証 を行 ってい るので ある。関連貸付が数 力店 に分散 して いるの も,疑 問

であ る。

とい うこ とは,実 質 同一名義人 に対 す る 「分割貸金」 にほか な らない。論

者 は都 市銀行 で3力 店 の支店長 を経験 して いるがt支 店長 として最 もや って

はい けないのが,分 割貸金 であ る。 あ る融資先 に対 しこれ以上 の貸金増 が困

難 な とき,支 店 長専行 限度 内で関係会社 に融資 し,本 体 を持 ち堪 え させ る。

これ は融資判 断 を誤 らせ る もので,勿 論行規違反 であ る。

なお,迂 回融資 は小池被 告 に 「転 貸」 されたな どと平然 として語 られ てい

るが,こ れ は銀行法,出 資取締法 等 に違反す る「浮 き貸 し」(正 規 の手続 を と

らない貸 出)行 為 に他 な らず,も とよ り許 せ るもの ではない。

4)利 息の追い貸 し

規定通 りの返済 が出来 なけれ ば,期 限の利益 を喪失 して返 済期限が繰 り上

げ られ る。6カ 月(現 在 は3カ 月)以 上利息 の支払 いが滞 れ ば延 滞貸金 とな

る。 これ を,本 部 自 ら利 息の追い貸 しを してい るのだか ら,話 に も何 に もな

らない。丸 で,「 貸付 べか らず集」のオ ンパ レー ドであ る。 しか も,審 査部 抜

きで総務 部 の独走で,こ れが行 われて いるので ある。

審査機能 は全 く働 かず,銀 行 は完全 にお手 上 げ状 態で あ る。

5)31億 円融資に無担保状態許容の疑問

これ は,前 掲 の 『選択 』で も指摘 してい るこ とだが,31億 円融資 は事実上,

無担保 で実行 されたので はな いか,と い う疑念 だ。 同誌 はい う。

株 を担保 に した多額融 資の場合,ま ず別 の株 を担保 に して融資 を受 け,

購入 した株 を改 めて担保 として差 し替 えるのが普通 だ。 ところが今回 は,
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一勧 の融資 に対 し,小 池代 表側が担保 として差 し入 れたの は,こ の融資

で購入 した株券 の預 か り証 だ けだ った。担保 となる株 券の現物 引 き渡 し

まで に4日 以上 かか るための措置 で,「後 で株 券 その ものが差 し入れ られ

た」 と一勧側 は説 明 して いるが,こ れ こそ一勧 と小池代表が親 しかった

何 よ りの証拠 なので ある。

論者 は,上 記 の事実関係 を知 らないが,証 券会社 が この買い注文 を どんな

方法 で受 けたのか も疑 問があ る。金融専 門紙 の 「ニ ッキ ン」(週 刊)97.6.13

が,第 一勧銀 の行 内調査 中間報 告(要 旨)(6月5日 公表)を 掲 げてい る。 そ

の中で,総 務部 は六本木 支店 に融資 を要請。購入株式 が担保 であ る 「持 ち込

み担保 」で あったが,四 大証券株 とい う優 良担保 だ ったので審査部 に申請。

審 査部で は"30万 株 の持 つ意味"ま で は考 えなか った,と 書 いている。正 に,

破格 の特別扱 いだったので ある。

s)当 初から田0%の 担保評価

株式担保 の貸 出 は,株 の価格変動 を考慮 して,担 保評価 の割掛 けを60～70

%と す るのが,銀 行 の常識 であ る。しか し,こ の融資 は実質100%の 担保評価

を行 ってお り,バ ブルの崩壊 によ り株価 が下落 す る と共 に巨額 の担保 不足 に

陥ってお り,い か に特例 の融 資だ ったか を物語 ってい る。

7)融 資手続 きの異例 さ

この他 に も,本 件融資 の異例 さを示 してい る事例 は数多い。例 えば,

一連 の融資 は総務部主 導で行 われたが,猪 爪博 容疑者(92年 後半か ら

95年 前半 まで総務部長,そ の間取締 役,常 務 に昇格)ら は審査,融 資部

門の決裁 を経 るた め 「りん議書」 を作成 し,提 出 していた(97.6.7日

経 夕刊 よ り)。

同行 の内部 事情 に詳 しい関係者 による と,39回 の融資 の うち数 回 につ

いて,内 田恒雄容疑者(元 副頭取,審 査担 当)ら は,総 務部幹部 の手書

きのメモだ けで決裁 の手続 きを済 ませて いた。 メモ は,融 資額や使途 の

概略 を記 しただ けで,総 務部 幹部 か ら提 出 され ていた。
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同行 内部 で は小池容 疑者側 へ の融資 は 「総務部 案件 」 として特別扱 い

され,融 資 の りん議書 を作成 す る営業部 門 は,総 務部幹部 らの指示 に従

うしか なか った とい う。 また,歴 代 の審査担 当役員 ら も,後 任 者 に決裁

の重 要性 な どを引 き継 いでいた(97.6 .12日 経 よ り)。

いずれ も審 査機能 が いか に無力化 していたか を雄 弁 に物語 ってい る。

なお,第 一勧銀 の内規で は,91年2月 以降通常 の追加融 資の場 合,2億 円

以下 は審査役,10億 円以 下 は担 当部 長,50億 円以下 は担 当役 員が それ ぞれ決

裁 し,50億 円を超 える場合 は,常 務 会の決裁が必要。

しか し,多 額 の不良債権 を抱 えてい る顧客 につ いては,担 当役員 で も5000

万 円以下 の決裁権 限 しか な く,5000万 円 を超 える と常務 会 にか け られ る。

小池容疑者側 への融資残 高 は92年9月 時点 で88億 円 に達 し,利 払 い も同年

7月 末 か らス トップ してお り,内 規 に基づ くと,追 加融資 は不可能 な状 況 だ

った(97.6.8日 経)。

また,94年10月 の約6億 円の無担保融 資 も,審 査部門 の強 い反対 を押 し切

り,総 務部 主導で行 われ た。 これは,本 体 の大蔵省検 査逃れ のため,関 連 ノ

ンバ ンク経 由融 資 を この6億 円にか ぎって急遽直接貸 し付 けを行 った もので
,

最終的 に回収不能 となった もの であ る(97.6.2日 経 よ り)。

② 一勧 によ る大蔵 ・日銀検査逃 れ

第一勧銀事件 の中で不可解 な もの に,大 蔵省検 査,日 銀考査(日 銀 の場 合

は検査 でな くて考査)を 銀行 ぐるみで回避 しよ うとした ことが あ る。 この根

本 に はMOF担(大 蔵省 担 当一都銀 の企画部 門)の 存在 を許 す ような大蔵省 の

裁 量行政 の問題が あ る。裁量行政 下で は,当 局 に何事 も一 々お伺 いを立 て る

必 要が あったのであ る。現 に,佐 伯三和 銀行頭取(全 国銀行協会 会長)は,

同行MOF担 の行 き過 ぎた活動 の責任 を取 って,97年 期 中辞任 してい る。

97年7月29日,大 蔵省 は第一一勧業銀行 が総会 屋へ の融資 を隠 す工作 を した

94年10月 か ら12月 にか けての検査 の際,同 行 か ら接待 を受 けていた として,
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当時 の担 当検査官2人 を戒告処分 にしてい る(7.30日 経)(な お,後 に過剰

接待 を受 けた2名 の大蔵 高級 官僚 が 自主退職 してい る)。

さらに,大 蔵省 の汚職 事件 で,金 融検査部長補佐,谷 口敏美容疑者 が,銀

行 局総務課幹 部時代 の94年 春 ごろ,当 時 の三菱銀行 の金融新商 品の認 可 を巡

り,審 査 を甘 くす るな どの便宜 を図 っていた ことが分 か った。 また,今 回 の

捜査 を通 じて,前 大蔵省金融証券検査 官室長,宮 川宏一容疑者が,第 一勧業

銀行側 の依頼 で金 融検査 の際,総 会屋 グル ープ代表,小 池隆一被告 向 けの不

正融 資の問題 点 を握 りつぶす な ど,第 一勧銀側 の隠ぺ い工作 に協 力 していた

ことが明 らか になった。

宮川容疑者 は,「 担保 不足 の まま,総 会屋 向 けの融資 が行 われてい る」な ど

と小池融資 の問題点 を指摘 した部 下の報告 をi握りつぶ し,最 終報告書 には何

も記載 しなか った(98.2.17日 経)。 なお,第 一勧銀が大蔵検査 を事前 に察知

し小池融 資の隠ぺ い工作 を行 った こ とは,当 初 か らいわれていた ことで ある

(下記98.1.27日 経記事 参照)。

審査担 当の元常務寺 沢康行被 告 は「MOF検 は,3年 強 のサ イクルで実

施 されてお り,間隔 か らみて年度 内 に実施 され る と予想 され ていた こと」

と説 明。「小池被告 に対す る融資 を打 ち切 る と,総 会 が荒 れ る恐 れがあ る

と思 った」 とし,延 滞利息 を追加融資 す るな どの隠ぺ い策 を練 った こと

を明 らかに してい る。

1)護 送船団型検査に限界

この見 出 しは97.6.9の 日経新聞 の記事 か ら取 った もので あ る。

そ して,日 経紙 は次ペ ージにある ような表 を掲 げてい る。

記事 の主 旨は こうで あ る。

大蔵省 は90年9月 と94年10月 第一勧銀 の検査 に入 ったが,2回 とも総会 屋

グル ープ向 け融資 を見逃 した。特 に94年 の検 査で は第一勧 銀が総会屋 グルー

プ向 け融資 の一部 を不 良債権 として 申告,大 蔵省 も認定 していた とみ られ る

だ けに,「 なぜ見抜 けなかったのか」 との批判 は強い。
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大蔵省検査 と日銀考査への第一勧銀の対応

対 応 結 果

90年9月

大蔵省

別会社 を経由した う回融資で総会屋 グループ向けの延

滞債権 を優良債権 に
発見できず

91年8月

日 銀

総会屋グループ向け融資を延滞債権 リス トに記載せず 発見できず

94年10月

大蔵省

関連 ノンバ ンクによる融資や銀行本体 による追加融資

で総会屋グループ向け延滞債権 を減額

一部を不良

債権 と認定

96年1月

日 銀

総会屋グループ向け融資を延滞債権 リス トに記載 した

が,取 引の詳細 は説明せず

一部 を不良

債権 と認定

(出所)日 本経 済新 聞,1997年6月9日 付。

大蔵省検査 が官民 のなれ合 い体 質の 中で甘 い検査 にな って いた。規 制金利

時代 にで きあがった護送船 団方式 で,経 営 と検 査 と指導 が一体 だ った。

総会 屋 との関係 に も銀行界 の甘 さが見 られ る。 ある都 銀総務部長 は 「金 が

絡 む トラブル を解 決す るため,銀 行 は創業以来,総 会屋 を仲介 として使 って

きた」 と洩 らす。

規 制緩和 で金融機関 の行動 を自由化 す る代 わ りに,罰 則 の厳 しい欧米型 の

金融行政 への転 換が迫 られ てい る。

2)大 蔵省 ・日銀検査に甘 さ

こち らは,97 .6.6の 朝 日新 聞記事 か ら取 った ものだ。 曰 く,

大 蔵省や 日銀 の検査 の甘 さの問題 も指摘 され てい る。

第一 勧銀 は う回融資 や利息分 の追 い貸 しといった手法 で,総 会屋側 へ

の融資 を不 良債権 リス トか らはず し,大 蔵省 への報 告 を回避 した。大蔵

省 も疑 惑が表面化 す るまで,問 題 を把握 で きなか った。 日銀の場合 は,

リス トア ップは されていたが,総 会屋側 への融資 だ とは気付 か なか った。

都銀 の行 員 は 「大蔵 の 目なんて節穴。 もともと自己 申告べ 一スだ し,

大蔵 もよ くみてな い」,「MOF担(大 蔵省担 当)か ら検 査 日が事前 に入 る

の で,隠 ぺ いな どの準備 はい くらで もで きる」 な どと語 る。
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大蔵省 は 「検察 当局の捜索 と違 い}あ くまで任意。第一勧銀 クラスだ

と,貸 し出 しの相手先120万 件 の中か ら延滞債権 の リス トを出 して もらっ

てお り,前 段 階で不正直 な部分 が ある と調 査 には限界 が ある」 とし,日

銀 も 「考査 す る側 に総会 屋の予備 知識 で もない と,解 明 は難 しい」 と,

検 査 の不完全 を認 めてい る。 こうした 「隠ぺ い」 を防止 す るた めに銀行

法 に定 め られ た罰則 は50万 円以下 の罰 金だ けだ。

上記 に関連 して,松 下康雄 日銀総裁(当 時)は97.5.28日 の記者会 見で,

「91年8～9月 の前 々回の(日 銀)考 査 で,『 小甚 ビルデ ィング』 と小 池嘉矩

向 け融資 の調査表 が提 出 され なか った ことが判 明 した」 と発言,一 勧 は96年

1～2月 の 日銀考 査で は,問 題 となっている融資 の資料 を提 出 した。 「(日銀

は)不 良債権 として早期 の処理 を促 したが,遺 憾 なが ら翌年 に先送 りされた」

と同行 の対応 も批判 した。

・一方で 「日銀 は,債 務者 が総会屋 と深 い関係 にあ るこ とは知 る立場 にな く,

認識 で きなか った」「大都銀 の貸 し出 しは膨大 。一定期 間で考査 す るには相手

の協力が不可欠 」な どと話 し,日銀考 査の限界 も示 した(97.5.29日 経)。6.14

記事 で は,藤 田容疑者 が内田容疑 者 に押 し切 られ,前 回の考査で 「・一般 向 け

の融 資」 と虚偽の報 告 をさせ ていた,と 報 じ られてい る。

⑧ 業務停止命令 と業務 改善命令

大蔵省 は,97年7月30日,野 村証 券 と第0勧 業銀行 に対 し,8月6日 か ら

最長 で約5カ 月間 の一部 業務停止命令 な どの行政処分 を決 めた。 第一勧銀 は

個人 向け を除 く新規融資 開拓 を年末 まで停 止す るほか,国 内外の営業拠点新

設 を1年 間認 めな い。都 市銀行 の国 内業務 で は初 めてのケースであ る。

第一勧 銀 には,法 令違反 な どに対 す る銀行法27条 の業務停 止命令 を初 めて

発動。国 内営業所 での新規融資 の開拓 と,公 共債 の引 き受 け ・入札 を年末 ま

で禁止 す る。 ただ,住 宅 ロー ン,消 費者 ロー ンな ど個 人向 け融資 は命令 の例

外 とす る。信 用秩 序へ の影響 に配 慮 して預金業務 に も支障が及 ばない よ うに
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した。

また,第 一勧銀 には銀行法26条 の業務 改善命令 として来 年8月 まで営業拠

点 の新設 を認 めない。 そ して,9月19日 まで に業務 改善 の報告書 を提 出す る

よう指示 した。 内部 管理 の充実 や法令 の遵 守 につ いて具体策 を求 め る(97 .

7.31日 経 ほか)。

行政処 分後1週 間 で,第 一勧銀 で は預 金の流出が続 くな ど,影 響 が出 てい

る。6月 の企 業向 け貸 し出 しは,前 月比 で約100億 円減少 した。減 ったの は同

行 だ けであ る。企 業の流動 性預 金や個人預金 の流 出 も多か った よ うで,業 績

への影響 は大 きか った とい えよ う。

なお,東 京地検 は,大 蔵省 の検査 を意 図的 に免れ た として,第 一勧銀 を銀

行法違反(検 査 忌避)罪 で略式起訴。 これ を受 けて東京簡裁 は罰金50万 円の

支払 い を命令 した。第 一勧 銀 は同 日中に納付 した。

大蔵省 は,当 時 の審査担 当役 員 らの4人 について も東京地検 に告 発 してい

たが,特 捜部 で は 「トップダ ウンで行 われた利 益供 与事件 を隠す ための
,付

随 的な犯行。個人 の責任 を問 うのは妥 当で はない」 な どとして起 訴猶予処分

とした(97.7,29日 経)。 なお}大 蔵省 は,検 査虚偽報 告 に懲役 刑 ほかの罰則

強化(罰 金上限 を個人 は300万 円,法 人 は2億 円 に大幅 引 き上 げ)を 予定 して

い る(97.9.26ニ ッキ ンよ り)。

第一勧業銀行 は,97年9月19日,大 蔵省 に対 し業務 改善計 画書 を提 出 した

(以下,97.9.26ニ ッキ ン記事 よ り)。

第一勧銀 の業務改善計 画 には3「 融資業務規範 」の明文 化や 「コンプラ

イア ンス(法 令遵守)責 任 者」,法 令遵守 の ための第三者 に よる特別顧 問

の新設 な ど再 発防止 に向 けて,管 理強化 の具体策,ス ケジ ュールが盛 り

込 まれた。

計 画 では経営 ・本部組織 の刷新 につ いて,行 内業務監査委 員会 な ど各

組織 の役割 を説明。各経営組織 で は多数決 を採用 し,決 定事項 にはその

構成員 が連帯責任 を負 う形 で,意 思 決定 と責任 を明確 に した。
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総会 屋 な どとの取引 について,弁 護士 が 「反社会 的」 と判 断 した与信

取引が18件,28億 円あ る ことが明 らか にされた。 この取引 は 「利益供与

な どの不法 な取 引で はない」(広 報部)と しなが らも,取 引解消 の努力 は

弁護 士 な どの協 力 を得 なが ら法令 に則 って行 ってい く。 営業店 で新 し く

発生す る与信取 引に は,社 会 的責任 の観 点か ら事 前協議 制 を導入す る。

与信以外 の取 引で は,総 務部 窓 口の雑誌 ・広告 ・物 品のすべて約600件

を中止。総務部 以外 で も不合理 な場合 は原則 として断 った。業務上 の必

要性 が乏 しい約140団 体 か らも退会 した。

審査管理体制 に関 して は,融 資業務 を行 う行員が守 るべ き 「融資業務

規範jを10月 に策定。審査部 門 の専門性 ・決裁権 限の強化,責 任 の明確

化 で独立性 を強 め る。業務監査 は,7月31日 に新設 した行 内業務 監査委

員会や与信監査室 が中心 とな って充 実 ・強化 を図 ってい く。与信監査室

には臨店機能 が あ り1年 ごとに内部監査 を実施 し,是 正 な どの指示 ・勧

告 を行 う。

内部検査 では,今 まで一定 のルールの もとで抽 出検 査 を していた貸 出

約定書 を98年2月 か ら順 次すべて検 査す ることにす る。

役職 員が,よ り法令 を遵守 す るよう各部室店 に 「コンプ ライア ンス管

理者」を下期 か ら設 置す る。「責任者」に は部室店長が 「管理者」には副

部長 な どの次席者 が就 く。 「第一勧銀行員 としての倫理行動基準」も下期

には見直 して法令遵守 を徹底 す る。

今 回の不正で は内部検査,監 査 が機能 しなか った こ とを踏 まえ,業 務

の改善状況,内 部管理 の強化状況 を外部 か ら検証,評 価 して もらう。 こ

のため第三者 の特別顧 問2人(法 律学者,弁 護 士各1人)を 迎 え る。特

別顧 問 は,各 施策 の実行状 況 の監視,助 言 な どを行 い,当 局へ の報告書

に も所見 を付 す。 また,特 別顧 問 と監査役会 は外部特別委員 を任命 し,

法律,会 計面 か らの外部 チ ェ ックを強化す る。外部 特別委員 は行 内業務

監査委 員会 に参加 し,特 別委員 の判断で必要が あれ ば委員会 を招集す る
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権 限 を持 つ。

第一勧業銀行 は97年7月21日,本 店で杉 田力之頭取就任後初 の臨時支店 長

会議 を開 いた。 冒頭挨拶 に立 った杉 田頭 取 は 「今回 の不祥事 の責任 は経 営陣

にあ る。 この反省 を踏 まえ,再 発防止 に万全 を期 し
,清 洌で透明性 の高 い経

営 を長期 にわた り確保 す る ことが,当 行 が現在直面 す る最大 の課題 」 とし
,

内部監査体制 の充 実,新 設 の経 営会議 を中心 として行 内の権 限 ・責任 の明確

化 を図 る決意 を述 べた(97.7.25ニ ッキ ンよ り)。

事件後1年 余 を経過 し,行 政処分 も8月6日 か ら解 除 にな り,99年 度 か ら

新3力 年 中期計 画の スター トを前 に して,杉 田頭取 は語 って いる(98 .9.4

ニ ッキ ンよ り)。

昨年5月20日 に家宅捜索 を受 け,6月10日 に新体制 を発表 したが,6

月27日 の株 主総 会直 後 に,宮 崎元会長 の大変不幸 な逝 去 もあった。 さら

に,7月30日 には大 蔵省 か ら銀行法26条 ・27条 の行政処分 を受 けた
。 こ

の間,皆 さんか らご叱正,ご 批判 を受 けた。

個 人預金 は,昨 年9月 末 までに約4千8百 億 円減 少 した。個人預金全

体 の ボ リュームか らす る と,大 打撃 を被 ったわ けで はな いが,個 人預金

は信用 のバ ロメーターだ けに,こ うい う事件 でわれわれ の先輩 が長 年築

いて きた信 用 を失 うの を目の当た りに して,非 常 に辛か った。

10月 の支店 長会議 で 「信頼 回復特別運動」 の展 開 を決 めた の も
,お 客

さに改 めてお詫 び し,併 せ て個人 預金 のばん回 を図 りたか ったか らだ
。

おかげ さまで10月 か ら98年3月 末 にか けて約5千5百 億 円増加 し
,お

客 さ まをほぼ取 り戻す こ とが で きた。

で は,何 故 この よ うな不祥 事が発生 したのか,と な る と,根 は もっ と深 い

ところにあ りそ うだ。 それ を次項 目以下 のテーマ としよう。
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4一 勧首脳が は まった陥穽

野村証券 の総会 屋 に対 す る利益供与事 件 は(97.6)5日,総 会屋側 に巨額

の融資 を続 けていた第一勧銀役員 らの逮捕 で,銀 行 と証 券の トップ企 業がか

らんだ大型経済事件 に発 展 した。両社 とも経 営首脳 自 らが総会屋 と接点 を持

ってお り,経 済界 とヤ ミ世界 とのつなが りの根深 さが さ らけ出 された。経済

の血液 に例 え られ る金融 の分野 に広 が る不祥事 は,日 本 経済 の陰 に 「負の系

譜」 が流 れ続 けてい る ことの あか しだ,と 書 き出 して朝 日新聞(97.6.6)

は,次 の よ うに解説 す る。

第一勧業 銀行 に よる総会 屋側 への利 益供与 事件 の背景 には,「 信 用第

一」 と言 いなが ら,ひ たす らスキャ ンダル の発覚 を恐れ,総 会屋 との癒

着 を続 けてきた金融界 の体 質が あ る。

「1983年の商 法改正 前 は,毎 月末 集金 に来 る総 会屋 の行列がで き,総 務

部 で現金 を渡 していた」 と,あ る都 市銀行 幹部 は振 り返 る。

「スキ ャンダル を恐 れ る銀行 が総会屋 への資金提 供 を始 め,そ れ をメー

カーな どが まねた」 として,あ る弁護 士 は 「ルー ツ」 は銀行 にある と指

摘 す る。

近 藤克彦頭 取 は歴代 トップが小池容疑者 を紹介 した総会屋(元 出版社

社長,故 人)と 親交 を重 ねていた こ とを認 めてい る。 この総会 屋が第一一

勧銀 に食 い込 んだ きっか けははっ きりしないが,69年 に旧第一銀行 と旧

三菱 銀行 の合併 話が第一側 の反対 でつぶれ た際,総 会屋 が合併 つぶ しに

暗躍 した,と もいわ れ る。

第一勧銀 の利益 提供 が現金授 受 とい う単純 な形で はな く,銀 行 の本来

業務 であ る正常 な 「融資」 を装 って行 った とされ る。「融 資 とい う形 な

ら,利 益提供 か どうか は,0見 わか りに くい。総会 屋 もそ こにつ け込 ん

だので はないか」 との指摘 もある。
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以 下,的 を絞 っ て,本 事 件 の 「謎 」 に迫 ろ う。

(1)第0勧 銀が陥 った 「闇の構 図」

事件 発生か ら間 もな く,東 洋経 済新報 社の月刊誌 『金融 ビジネス』97年8

月号 は,上 記 テーマで特集号 を組 んだ。 その中で,5月23日 の辞任発表記者

会見 で,近 藤克彦頭取が,「死 後 も呪縛が解 けず対応 を変 える ことが で きなか

った」 として,一 連 の問題融資 の背景 を,紹 介者の元 出版社社長 で総会屋 で

もあ った故木 島力也氏 の影響力 に絞 って説 明 した。

木島氏 は伝説 の フィクサー,故 児玉誉士夫氏 に近 く,そ の グル ープの一員

として大 きな総会屋事件 に関わ って いた。 その木島氏 にかわいが られて いた

とい うのが小 池隆一氏 だ。第一勧銀 が らみの事件 で あ ま り問題 にな らなか っ

た ものに,当 時 の会長,藤 森鐵雄氏 の実 の妹 が経営 す る旅館が倒産
。 その処

理 に手間取 った件 があ る。 その処理 の過 程 は大 変複雑 な ものだ った よ うだ
。

1969年,第 一銀行 ・長谷川重三郎頭取 と三菱銀行 ・田実渉頭取 は両行 の合

併 に動 く。 これ に対 し,当 時,代 表権 もない会長 に祭 り上 げ られ ていた井上

薫氏 が猛反発 し,合 併 白紙化 に向 け巻 き返 しに転ず る。 その際,井 上 会長 は

実力者 児玉誉 士夫氏,木 島力也氏 の力 を借 りた。合併頓挫後,長 谷川頭取 は

退任 し,井 上氏 は頭取 に返 り咲 き,2年 後 の第 一銀行,日 本勧 業銀行 の合併

を成 功 させ る。

88年 に藤森会 長,羽 倉信也頭取 が退 き,中 村一郎 会長一宮崎邦次頭取体制

にな るが,第 一 出身の宮崎 頭取 は合併後,秘 書役,秘 書室長 を歴任 してお り,

井上氏 の下 で総会屋 との太 いパ イプ も持 っていた。

結局,第 一勧銀 は,合 併以来 の旧第一 側 と旧勧業側 の水面下 での闇闘,ま

た,そ れ を覆 い隠 そ うとしてバ ランス重視体質,隠 蔽体 質 か ら最後 まで抜 け

きる こ とはなか った。近藤 前頭取辞 任 に伴 い,一 度 は役 員会で決 まった藤 田

副頭取 の頭取へ の昇格 も,た す き掛 け人事 の中 で,旧 第一側 の近藤 前頭取が

任期途 中のた めi次 も旧第一側 の副頭取 か ら,と す るバ ラ ンス人事 に他 な ら
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な い 。

(2)合 併 体 質 か ら来 るの か一一一人 事 の甘 さ

旧第.__..銀の 案件 に は旧勧 銀 の行 員 は遠 慮 す る,他 人 に う ら まれ る くらい な

らば厳 し くチ ェ ック は しな い。 甘 い人 事 が こう した風 土 を築 い た。 競 争意 識

の薄 い保 守 的 な人 事 が行 内 の チ ェ ックの 甘 さ を招 き,構 造 腐 食 を助 長 して い

く,こ う 日経 紙(97.6.8)は 分 析 す る。 そ して,大 学 生 の 間 で は 「第 一 勧

銀 は行 内競 争 が な い の で い い」 とい わ れ,皮 肉 に も人 気 が あ った,と 指 摘 す

る。 次 は,そ の記 事 に載 せ た第 一勧 銀(DKB)首 脳 の 「た す き掛 け」人 事 の

有 り様 で あ る。

第一勧業銀行歴代 首脳

76年8085go9597

7fi/1282/685/489/4

(D)村本周三(ri繋 贔 躍

(D)藤 森鉄雄

(K)羽 倉信 也

(K)中 村一郎

(D)宮 崎邦次

(K)奥 田正司

(D)近 藤 克彦

長

■ ■■■■ 頭 取

響騨魍量コ闘 相 言炎役

96/4

C幽■■■0圏 闘欄■0

(アルファベットは出身行:Dは 旧第一銀行,Kは 旧日本勧業銀行)

(出所)日 本経済新聞,1997年6月8日 付。

もっ と も,人 事 に限 らず,第 一 勧 銀 は 「も と も と脇 が 甘 く,お っ と りして

い る銀行 だ 」 との定 評 が あ る よ うで あ る。

合 併 前 後 の 「ツ ケ」 が 井 上薫 ・横 田 郁両 トップ以 降,裏 社 会 との腐 れ 縁 と

して続 き,五 代 にわ た る歴 代 の首 脳 陣 も気 付 い て い たが,呪 縛 か ら逃 れ られ

ず,結 果 的 に26年 もの長 い間 遮 断 す る こ とが で きず,大 きな犠 牲(宮 崎 氏 の

自殺)を 強 い られ る こ とに な った(97.7.4ニ ッキ ン)。 宮 崎 氏 は遺 書 の中 で

「6月13日 の相 談 役 退 任 の 日 に身 を もっ て責 任 を全 うす る決 意 を い た し ま し

188国 際経営論集No.16・171999



た」 と,約2週 間前 に自殺 を決意 していた こ とを明 らか に してい る(ニ ッキ

ン同 日付別項記事)。

奥 田正 司会 長 は,退 任時 の記者会見(5月23日 。 逮捕前)で,「 経 営責任 を

とるの は トップに問題 が十分伝わ って こない組織作 りを して きた こ とへの反

省」 で道義 的な もので ある ことを強調 した,の だか らあ きれ て しまう。

対 等行 同士 の合併 だ ったが故 に,極 力,組 織 内で もめ事 を起 こさない,厳

しい追及 は避 ける,人 事 も公平 に分 け合 う 同行 の基本戦略 は,他 の都市

銀行 に比 べて穏 やか なイメージ を作 り上 げて きた。だが,結 局 それ は問題先

送 り,あ るい は臭 いモ ノにはふ たをする行風 を も醸成 して しまった,と 日経

編集委員藤井良広氏 はコメン トす る(97.5.24日 経)。

③ 「四大証券 への提案権」 につ なが る融資実行の謎

因 み に,小 池被 告 は97.12.2の 初公判 で起訴事実 を全 面的 に認 めてい る。

小池被告 は第一勧業銀行 か らの巨額 融資 を元手 に3証 券各社 に運 用 を一任 し

た。 しか し,バ ブル崩壊 による証 券相場 の急落 で損失 は膨 れあが り,小 池被

告 は補 て ん要求 の牙(き ば)を む く,と 同 日付 日経 夕刊 は解説す る。

小池容疑者 は89年2月,第 一勧銀 か ら約31億 円の融資 を受 け,野 村,大 和,

日興,山 一 の四大証券株 を30万 部 ずつ計120万 株購入 。実質 的 に各社 に対 して

「株主提案権 」を持 つ大 口株 主 となった。六本木支店 は融資額 の規模 か ら本 店

審 査部 門 に 「四大証券株30万 株購入 のた め」 と使途 を明記 した 「りん議書 」

を提 出 した(97.6.3日 経)と 報道 されてお り,第 一勧 銀が 当初 か ら 「小池

融資」 の影響 力 を認識 していた こ とが明 らかに され ている。

92年4月 か ら六本木 支店分 の融資が延滞。総務部 で協議 しy営 業第一部へ

移管 され てい る。第一勧銀側 は担保 の約120万 株 を保有 し続 け,野 村証 券事 件

が発 覚す る97年2月,3月 まで処分 をせず,小 池容疑者 は大 口株 主 として
,強

い影響力 を持 ち続 ける ことになった(97 .6.14日 経)。

この背景 として,日 経紙(97.6.16)は,「 小池 案件 清算 へ火 花」 と題 し
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て,一 勧側 が 「株取引 をやめれ ば,融 資 しな くて も済 むんだ」,野 村側 は 「銀

行 が資金 を出すか ら,取 引 を続 けざ るを得 ない じゃないか」 と,94年 か ら95

年の間で数 回会合 し,結 局 は物別 れ に終 わった経緯 を述 べて いる。

最近 の報道 に 『月刊 経営塾』98年5・6月 号が ある。 その中で,一 勧 の元副

頭取 の内田常雄被 告(審 査担 当)が 無罪主張 を行 ってい る旨 を報 じてい る。

その根拠 には貸 出相手方 の認識 な どの問題が あ るよ うで ある。

(4)な ぜ 切 れ な い一 一 負 の 系 譜

97年6月5日,近 藤 克 彦 頭 取(当 時)は,国 会 で 「二 度 と疑 義 の あ る行 為

は しな い」 と 「裏 の世 界 」 との決 別 を宣 言 して い る。 しか し,同 行 内部 か ら

は早 くも 「反 感 を買 い,行 員 や その 家 族 の 身 が 危 険 に さ ら され な い か」 と不

安 が る声 が漏 れ て い る。 同行 は 「ど うや っ て決 別 す るの か。 具 体 策 は まだ青

写 真 も見 えて い な い。 ど うス テ ップ を踏 み 出 した ら良 い の か 」 と悩 む 。

これ まで の具 体 策 は,幹 部 の身 辺 警 護 に警 備 員 を雇 っ た こ と くらい。「決 別 」

は宣 言 した もの の,受 け身 の 姿 勢 は変 わ っ て い な い,と 朝 日新 聞(97.6.6)

は報 ず る。

バ ブル 崩壊 後 の92年 か ら3年 間 に26件 の企 業 テ ロが起 き,3人 の企 業幹 部

が 殺 害 され た。 警 察 は関係 者 の安 全 確 保 に万 全 を期 す べ きだ 。 企 業 財 産 を食

い物 にす る総 会 屋 と,渋 々利 益 を供 与 した 企 業 側 が 同 じ懲 役6カ 月以 下 とい

うの は いか に も不 合 理 だ 。 「会 社 財 産 を危 う くす る罪 」(商 法489条)と 同 じ5

年 以 下 の懲 役 が 適 当 で あ る。 こ う 日経 新 聞社 説(97.6、6)は 主 張 す る。

そ れ に して も,「 闘 う意 思 を欠 く経 営 陣 」 に問題 が あ る。 また,「 大 蔵 保 護

行 政 に も責 任 」 が あ るが,一 勧 の 場 合,88年 の トップ交 代 へ の人 事 抗 争 に遠

因 が あ る,と い った 意 見 もあ る。 ともあ れ,同 行 は旧経 営 陣 に賠 償 請 求 をす

る とい う(97.7.5日 経)。 また,株 主 代 表訴 訟 も提 起 され て い る。 「呪 縛 」

に脅 えて,手 を貸 した 役 員達 も,今 は ホ ゾ を噛 む思 いで あ ろ う。

「求 め られ る企 業 人 の 自立 『会 社 の た め 』錯 覚 は禁 物 」 と題 して,日 経
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編集委 員の藤 井良広氏 は,事 件発覚直後 コメ ン トしてい る(97.6.11日 経)。

総会 屋 に甘 い上司 の指示 に従 い,利 益供与 を見 て見 ぬふ りを した人 も,

積極 的 に関与 した人 も,結 局 は会社 とい うよ りも,自 らの保 身 のためだ

ったので はな いか。

し ょせ んサ ラ リーマ ン,し ゃ くし定規 の法解釈 や,正 義感 だ けで は「生

きた企業」 の中で は生 きて いけない との反論 もあ ろう。 トップが不正 に

関与 した場合 には抗 しがたい との言 い訳 もで きよう。

だが,企 業 は経営者 や従業員 だ けの もので はな く,株 主や利 用者,顧

客 の もので もある。 「や むを得 ない」とい う反省 な き追従が,現 に自 らが

属 した企 業の信 用 を地 に堕 とし,会 社 のため になっていない。

「会社のた め」を錯覚 し,不 正 を温存 す る人 々 こそが,会 社 に損害 を与

える 「敵」 であ る ことを社 内で徹底 させ て は じめて,企 業 は総会 屋の呪

縛(じ ゅば く〉か ら解 き放 たれ る。

お わ り に

こ こで は,第 一勧銀事件 を巡 る関係者達 の様 々 な人 間模様 を描 いて締 め括

りとしよう。

一 つは
s『 文藝春秋』97年8月 号 の真神博氏 の記事,「 ネ クタイを剥が れた

10人 のエ リー ト」 か らで ある。10人 とは,6月27日 現在 の数字 で,7月4日

逮捕 され た奥 田元頭取 は含 まれて いない。 この中か ら気 にな る点 を幾つか拾

ってみ よう。

藤 田副頭取 は,小 池 の案件 を含 めて審 査 を担 当 していた こ とがあ るの

で,頭 取就 任 を受諾す るか どうか,逡 巡 していた。(だ か ら)記者会見 で

小池 の件 を知 っていた と言 った。

本店 が強制 捜査 を受 けた後福島(専 務)は 「これ までの人生観が変 わ

った。長 く秘 書室 にいたか ら,世 間 との認識 の違 いが あったか もしれ な
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い」 と言 っていた。

金沢(元 副頭取)は,「(銀 行 にお ける)審 査 とい うの は命 懸 けなんだ

とい うこ とを,後 輩 の行 員 に分 か って ほ しい」 と語 っていた。

常務会 に も,小 池の案件 は もちろんか け られ ていなかった。

今 回逮捕 された猪 爪(元 常務)の 前任者 であ る波多野(総 務部長)は

この案件 を問題視 し,ト ップのいか りをかって1年 足 らずで職 を解 かれ,

支店 に出 されて しまった。

猪爪 は総務担 当常務 にな ってす ぐ,小 池への融資 を もう支 え られ ない

と訴 え,常 務 の転 出先 として は異例 の小 さな会社へ転出 を通告 され た。

渋谷龍 夫(取 締 役総務部 長)も,小 池 の案件 は大蔵省 や 日銀 に報告 し

た方が いい との意見 を持 っていたが,内 田恒雄(元 副頭取)に 反対 され

た とい う。

渋谷 の下 にいた新 旧2人 の副部長 も逮捕 された。草島道郎 と真鍋 卓史

であ る。

一 昨年 の6月 になって よ うや く,藤 田,福 島,猪 爪,草 島 らが融資 を

打 ち切 ろ うとす るが,社 内の体 制 には抗 し切 れなかった。

もう一 つは,97年6月22日 の 日経報道 に中の,次 の小 さな記事 だ。

た す き掛 け人事 で乗 り切 ろう とした第一勧業銀行首脳 の判 断 を覆 した

のは,「 生半可 な人 事で は リスクが大 き過 ぎる」 と進言 した部 ・次長 クラ

スの 「宮廷革命 」だ った とい う幹部 が いる。

この記事 に符節 を合わせ る ように出 された のが,91.6.27付 の『週刊朝 日』

で ある。 その記事 によれ ば,第 一勧銀 の40代 の中堅幹部が水面下 で決起 した

の は,6月5日 夜 か ら6日 にか けての こ とだった。反乱軍 の中核 メ ンバ ー は,

本店勤務 の部 長,次 長 クラスが十数人。「代表取締役以上 の役員 は,全 員辞 め

るべ きだjな どが彼 らの主張 だ った。反乱軍 の裾野 は社 内で一気 に広 が った。

旧世代が定年 にな るまで,あ と4年 。水面下 の 「反乱 」で は,ま だ心 もと

ない。第一勧銀 の 「お っ と り」体 質の返 上 は,何 時 の 日になるのだ ろ うか。
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